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(57)【要約】
【課題】 締付けトルクの低減を可能とした管継手を提
供する。
【解決手段】　バックリング34がフロントリング33の内
周にもぐり込むテーパ面45を有し、フロントリング33の
内周が、円筒面41と、円筒面41の後端に連なるテーパ面
42とを有している。フロントリング33のテーパ面42は、
バックリング34のテーパ面45に対応するテーパ角度を有
する後側テーパ面42aと、後側テーパ面42aと円筒面41と
の間にあって、後側テーパ面42aのテーパ角度よりも小
さいテーパ角度を有する前側テーパ面42bとからなる。
【選択図】　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　後端側から管が挿入される管状ボディと、ボディの後端側から突出した管の周囲に嵌め
られるフロントリングおよびバックリングと、フロントリングおよびバックリングを締め
付けて管をボディに固定する袋ナットとを備えており、バックリングがフロントリングの
内周にもぐり込むテーパ面を有し、フロントリングの内周が、円筒面と、円筒面の後端に
連なるテーパ面とを有している管継手において、
　フロントリングのテーパ面は、バックリングのテーパ面に対応するテーパ角度を有する
後側テーパ面と、後側テーパ面と円筒面との間にあって、後側テーパ面のテーパ角度より
も小さいテーパ角度を有する前側テーパ面とからなることを特徴とする管継手。
【請求項２】
　バックリングのテーパ面のテーパ角度は、８０～１２０°とされ、フロントリングの後
側テーパ面のテーパ角度は、８０～１２０°とされ、フロントリングの前側テーパ面のテ
ーパ角度は、３０～６０°とされていることを特徴とする請求項１の管継手。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、管継手に関し、特に、ダブルフェルール型管継手などと称されている管継
手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダブルフェルール型管継手と称されている管継手は、後端側から管が挿入される管状ボ
ディと、ボディの後端側から突出した管の周囲に嵌められるフロントリングおよびバック
リングと、フロントリングおよびバックリングを締め付けて管をボディに固定する袋ナッ
トとを備えているもので、従来よりよく知られている（特許文献１など）。
【０００３】
　このような管継手において、バックリングは、フロントリングの内周にもぐり込むテー
パ面を有しており、フロントリングの内周面は、円筒面と、円筒面の後端に連なるテーパ
面とを有している。フロントリングのテーパ面は、バックリングのテーパ面に等しいかほ
ぼ等しいテーパ角度を有している。
【０００４】
　袋ナットを締め付けると、フロントリングおよびバックリングの各前端部が径方向内方
に変形させられて管に食い込み、管が強く締付けられる。これにより、所要の管保持力が
得られて、高圧環境下においても十分なシール性を有する管継手が得られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２０１０－５３４８０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この種の管継手では、締付けトルクの低減が求められている。しかしながら、締付けト
ルクを低減すると、管保持力が低下することになり、締付けトルクの低減が困難であると
いう問題があった。
【０００７】
　この発明の目的は、締付けトルクの低減を可能とした管継手を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明による管継手は、後端側から管が挿入される管状ボディと、ボディの後端側か
ら突出した管の周囲に嵌められるフロントリングおよびバックリングと、フロントリング
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およびバックリングを締め付けて管をボディに固定する袋ナットとを備えており、バック
リングがフロントリングの内周にもぐり込むテーパ面を有し、フロントリングの内周が、
円筒面と、円筒面の後端に連なるテーパ面とを有している管継手において、フロントリン
グのテーパ面は、バックリングのテーパ面に対応するテーパ角度を有する後側テーパ面と
、後側テーパ面と円筒面との間にあって、後側テーパ面のテーパ角度よりも小さいテーパ
角度を有する前側テーパ面とからなることを特徴とするものである。
【０００９】
　締付け時には、バックリングのテーパ面がフロントリングのテーパ面にもぐり込みなが
ら、フロントリングおよびバックリングが前進させられる。これに伴い、フロントリング
およびバックリングの各前端部が径方向内方に変形させられて管に食い込む。ここで、フ
ロントリングのテーパ面は、従来、一段のテーパ面であったが、これが後側および前側の
二段のテーパ面とされる。これにより、締付けの前半においては、フロントリングのテー
パ面におけるバックリングのテーパ面との接触面は、後側テーパ面であり、両テーパ面が
相対的に大きいテーパ角度を有していることで、必要とされる管保持力が確保される。締
付けの後半において、フロントリングのテーパ面におけるバックリングのテーパ面との接
触面は、後側テーパ面から前側テーパ面に移行し、これにより、バックリングがフロント
リングにもぐり込みやすくなる。したがって、締付けの後半におけるトルクの上昇が緩和
される。こうして、所要の管保持力を確保した上で、締付けトルクを低減することができ
る。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明によると、締付けの前半においては、フロントリングのテーパ面におけるバッ
クリングのテーパ面との接触面が後側テーパ面とされることで、必要とされる管保持力が
確保され、そして、締付けの後半において、フロントリングのテーパ面におけるバックリ
ングのテーパ面との接触面が前側テーパ面に移行することにより、バックリングがフロン
トリングにもぐり込みやすくなる。したがって、締付けの後半におけるトルクの上昇が緩
和され、こうして、所要の管保持力を確保した上で、締付けトルクを低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、この発明による管継手の１実施形態の組立状態を示す縦断面図である。
【図２】図２は、図１のフロントリングおよびバックリングを拡大して示す縦断面図であ
る。
【図３】図３は、図２のフロントリングおよびバックリングを分離して示す縦断面図であ
る。
【図４】図４は、従来の管継手と実施形態のものとの締付け状態を比較する図である。
【図５】図５は、従来の管継手と実施形態のものとの締付けトルクの推移を比較する図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　この発明の実施形態を、以下図面を参照して説明する。
【００１３】
　なお、この明細書において、前後関係については、図１を基準とし、同図の左を前、右
を後というものとする。
【００１４】
　図１に示すように、この発明の管継手(30)は、後端側から管(32)が挿入される管状ボデ
ィ（継手部材）(31)と、ボディ(31)の後端側から突出した管(32)の周囲に嵌められるフロ
ントリング(33)およびバックリング(34)と、フロントリング(33)およびバックリング(34)
を締め付けて管(32)をボディ(31)に固定する袋ナット(35)とを備えている。
【００１５】
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　ボディ(31)の中間部外周に外向きフランジ(36)が形成され、その前後両端部の外周にお
ねじ部(37)(38)がそれぞれ形成されている。ボディ(31)の後端部の内周には、前側の部分
より少し内径の大きい大径部(31a)が形成され、その後端部内周には、前方に行くにつれ
て径が小さくなるテーパ面(31b)が形成されている。
【００１６】
　袋ナット(35)の前端部側の内周に、めねじ(35a)が形成されており、これがボディ(31)
の後端部のおねじ部(38)にねじ嵌められている。袋ナット(35)の後端には、内向きフラン
ジ(35b)が形成されている。
【００１７】
　図２および図３に、フロントリング(33)およびバックリング(34)を拡大して示す。この
発明の管継手(30)は、フロントリング(33)の形状に特徴があるもので、以下に、図２およ
び図３を参照して、その詳細を説明する。
【００１８】
　フロントリング(33)の外周には、ボディ(31)後端のテーパ面(31b)に合致するテーパ面(
40)が形成されている。フロントリング(33)の内周は、円筒面(41)と、円筒面(41)の後端
に連なるテーパ面(42)とを有している。フロントリング(33)の内周の円筒面(41)の前寄り
部分には、断面三角形の環状溝(43)が形成されている。また、円筒面(41)の前端部には、
断面方形の環状溝(44)が形成されている。
【００１９】
　フロントリング(33)のテーパ面(42)は、後側テーパ面(42a)および前側テーパ面(42b)か
らなる二段のテーパ面とされている。後側テーパ面(42a)および前側テーパ面(42b)は、い
ずれも前方に行くにつれて径が小さくなるテーパ面とされている。
【００２０】
　バックリング(34)の前端には、フロントリング(33)のテーパ面(42)にもぐり込む前方に
行くにつれて径が小さくなるテーパ面(45)が形成されている。
【００２１】
　上記において、バックリング(34)のテーパ面(45)のテーパ角度αは、８８°（軸線とな
す角度としては４４°）とされ、フロントリング(33)の後側テーパ面(42a)のテーパ角度
βは、９０°（軸線となす角度としては４５°）とされ、フロントリング(33)の前側テー
パ面(42b)のテーパ角度γは、４５°（軸線となす角度としては２２．５°）とされてい
る。
【００２２】
　上記管継手(30)において、袋ナット(35)を締付けると、袋ナット(35)の内向きフランジ
(35b)の前面がバックリング(34)の後面に当り、これを前進させる。フロントリング(33)
の外周のテーパ面(40)がボディ(31)後端のテーパ面(31b)に当接することで、締付けに対
する抵抗が大きくなり始め、袋ナット(35)をさらに締付けることで、フロントリング(33)
およびバックリング(34)は、フロントリング(33)の外周のテーパ面(40)がボディ(31)のテ
ーパ面(31b)にもぐり込みながら、また、バックリング(34)のテーパ面(45)がフロントリ
ング(33)のテーパ面(42)にもぐり込みながら、前進させられる。これにより、フロントリ
ング(33)およびバックリング(34)の各前端部が径方向内方に変形させられて管(32)に食い
込む。食い込み量が増えることで、管保持力が大きくなるとともに、締付けの抵抗も大き
くなり、締付けトルクは増大していく。
【００２３】
　締付けの前半においては、フロントリング(33)のテーパ面(42)におけるバックリング(3
4)のテーパ面(45)との接触面は、後側テーパ面(42a)であり、両テーパ面(45)(42a)が相対
的に大きいテーパ角度を有していることで、必要とされる管保持力が確保される。締付け
の後半において、フロントリング(33)のテーパ面(42)におけるバックリング(34)のテーパ
面(45)との接触面は、後側テーパ面(42a)から前側テーパ面(42b)に移行し、これにより、
バックリング(34)がフロントリング(33)にもぐり込みやすくなる。したがって、締付けの
後半におけるトルクの上昇が緩和される。こうして、所要の管保持力を確保した上で、締
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【００２４】
　図４には、従来の管継手（フロントリング(33')のテーパ面(40)が一段のもの）（図４
（ａ））と、上記実施形態の管継手（フロントリング(33)のテーパ面(40)が二段のもの）
(30)（図４（ｂ））とをそれぞれ示している。
【００２５】
　図４において、袋ナット(35)が３／４回転するまでは両者は差異はないが（図示略）、
袋ナット(35)が１回転を超えて、規定の回転数の１と１／４回転に達すると、図４の（ｂ
）に示す本実施形態では、フロントリング(33)の後側テーパ面(42a)と前側テーパ面(42b)
との境目とバックリング(34)との接触面の応力が大となり、図４の（ａ）に示す従来のも
のに比べて、バックリング(34)がフロントリング(33)の下により多くもぐり込み、フロン
トリング(33)が上方に若干跳ねている。
【００２６】
　なお、図４（ｂ）のものにおいては、バックリング(34)がフロントリング(33)の下によ
り多くもぐり込むことになるため、図４（ａ）と同一寸法のバックリング(34)では、フロ
ントリング(33)とバックリング(34)の間の空間が生じず、増し締めの効果を得ることがで
きないため、バックリングの寸法についても変更を行っている。
【００２７】
　図５は、従来の管継手（フロントリング(33')のテーパ面(40)が一段のもの）と上記実
施形態の管継手（フロントリング(33)のテーパ面(40)が二段のもの）(30)とについて、締
付けトルクの推移の比較を行ったグラフである。
【００２８】
　図５では、径６．３５ｍｍ、肉厚０．８９ｍｍの鋼管に対して、従来の管継手および上
記実施形態の管継手の締付けトルクを測定しており、これによると、実施形態のものでは
、従来品に比べて、１０箇所平均で、２１．３Ｎ・ｍから１０．９Ｎ・ｍへ、４９％低下
している。
【００２９】
　こうして、必要な食い込み力（管保持力）を確保しつつ、締付けトルクを低減すること
ができる。
【００３０】
　ここで、フロントリング(33)の前側テーパ面(42b)のテーパ角度γをフロントリング(33
)の後側テーパ面(42a)のテーパ角度βよりも小さくすることで、上記効果を得ることがで
きる。
【００３１】
　各テーパ角度の好ましい範囲としては、一例として、バックリング(34)のテーパ面(45)
のテーパ角度αが８０～１２０°、フロントリング(33)の後側テーパ面(42a)のテーパ角
度βが８０～１２０°、フロントリング(33)の前側テーパ面(42b)のテーパ角度が３０～
６０°とされる。
【符号の説明】
【００３２】
　(30)：管継手、(31)：ボディ、(32)：管、(33)：フロントリング、(34)：バックリング
、(35)：袋ナット、(41)：円筒面、(42)：テーパ面、(42a)：後側テーパ面、(42b)：前側
テーパ面、(45)：テーパ面
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